
二本松市生殖補助医療費助成事業のお知らせ 

令和４年４月１日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療に対する助成事業のご案内 

令和５年４月１日から保険適用とならない不妊治療（生殖補助医療：体外受精及び顕微授精）により

治療を行った方へ経済的負担を軽減するため、福島県の助成に上乗せし治療費の一部を助成します。 

　助成の詳しい内容や申請方法については、令和５年度二本松市生殖補助医療費助成事業のお知ら

せをご覧ください。 

 

１　助成対象者　＊以下（1）～（3）すべての項目を満たすことが条件です。 

（1） 福島県不妊治療支援事業助成金交付要綱に基づき助成の決定を受けた方。 

（2） 助成対象となる治療開始日において夫婦（婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の方含む）であり、双方が二本松市に住所を有する方。 

　 　　　　 ※ただし、以下の①または②の要件もご確認ください。 

　　　① 婚姻関係にある夫婦の場合は、夫婦の一方が単身赴任その他一時的に市外に居住する場合 

であって市長が認めるときは、この限りでありません。 

② 婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の方の場合は、双方が市内に同一住所を有 

していること（事実上婚姻関係に関する申立書「第 2 号様式」が必要です） 

（3）　申請日において夫婦及び夫婦の属する世帯全員に市税等の滞納がない方。 

　　 

２　助成対象となる治療と助成金額　　　　　　　　　　 

　　　令和４年４月１日以降に開始した以下の治療で、福島県不妊治療支援助成金交付要綱の規定に

よる助成金を減じた金額とし、それぞれ上限があります。 

　

 
　                   

②
先進医療への助成（保
険診療分は助成対象
外）
　　　上限　３万円

③

回数上限超過、年齢上
限超過の場合への助成
（助成回数３回まで）

①採卵を伴う場合
　　　上限　３万円
②採卵を伴わない場合
   　 上限　３万円
③男性不妊治療
　　　上限　３万円

助成対象（    が助成対象）

保険診療の治療と併用し
て実施した先進医療

治療の回数上限又は妻の
年齢上限を超えたことに
より保険適用外となる治
療

市助成額

①

保険適用外となる治療
（体外受精・顕微授精と
ＰＲＰ療法等の保険適用
外の治療を併用する場
合）

①採卵を伴う場合
　　　上限　１０万円
②採卵を伴わない場合
   　 上限　　３万円
③男性不妊治療
　　　上限　１０万円

 　＊　混合診療は禁止されているため、

　　　　１回の治療全てが保険適用外となる。

A 生殖補助医療

（保険適用）
B 保険適用外の

検査や治療

A 生殖補助医療

（保険適用）

C 先進医療

（保険適用外）

Ｄ 生殖補助医療

（回数・年齢上限超過により保険適用外）

例：妻の年齢43歳以上で開始した治療

４０歳未満７回目以降

４０歳以上４３歳未満４回目以降の治療



 

３　助成の回数 

・妻の年齢 40 歳未満：6 回 

・妻の年齢 40 歳から 43 歳未満：3 回 

・回数超過と年齢超過を合わせて通算 3 回まで助成します。 

 

４　申請手続きの方法および必要な書類 

県の助成が決定した日から起算して９０日以内に生殖補助医療費助成申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて申請してください。 

① 福島県の決定を受けたことを証明する書類　※県の決定通知書の写し 

② 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書（県要綱様式第２-1 号）※県の証明書の写し 

③ 医療機関発行の診療費の領収書の写し 

④ 戸籍上の夫婦であることを証明できる書類（戸籍謄本） 

⑤ 夫婦の住所を確認できる書類（住民票謄本） 

⑥ 夫婦及びその属する世帯全員の市税等の滞納がないことを確認することができる書類 

⑦ 助成金の振込口座通帳の表紙の写し 

※⑤と⑥については、市で確認できる場合、省略することができます。 

 

 

 

《申請期限》　　　　 

申請は、当該治療年度の年度末（３月３１日）です。申請が遅れる可能性がある場合には、 

下記連絡先までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先　　こども家庭課母子保健係　電話 0243-55-5110　Fax0243-23-1714 


